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本資料は下記要領のうち、施工会社の実施事項を整理したものです。
ご不明な点は、管理要領を参考願います。
①３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）（第３編 舗装工編）
②地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案）
③ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案）
④ＴＳ（ノンプリ）を用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案）
⑤地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（舗装工事編）（案）
⑥地上レーザースキャナーを用いた公共測量マニュアル（案）－国土地理院
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 ICT舗装工（面管理）の適用工種を現行の「土木工事施工管理基準及び規格値（案）」における分類で示すと、次
の通りである。また、測定項目は次の通りである。

編 章 節 条 工種 出来形測定項目 備考

第3編
土木工事
共通編

第2章
一般施工

第6節
一般舗装工

7条 アスファルト舗装工 ※1
8条 半たわみ性舗装工 ※1
9条 排水性舗装工 ※1
10条 透水性舗装工 ※1
11条 ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
12条 コンクリート舗装工 ※1

厚さあるいは標高較差
基準高※3

幅、厚さは、厚さあるい
は標高較差に統合※2

第6編
河川編

第1章
築堤・護岸

第11節
付帯道路工

5条 アスファルト舗装工 ※1
6条 コンクリート舗装工 ※1

厚さあるいは標高較差
基準高※3

幅、厚さは、厚さあるい
は標高較差に統合※2

第2章
一般施工
第1章
築堤・護岸
第4章 水門

第18節 舗装
工

5条 アスファルト舗装工 ※1
6条 半たわみ性舗装工 ※1
7条 排水性舗装工 ※1
8条 透水性舗装工 ※1
9条 ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
10条 コンクリート舗装工 ※1

厚さあるいは標高較差
基準高※3

幅、厚さは、厚さあるい
は標高較差に統合※2

第7編
河川海岸編

第1章
堤防・護岸

第14節
付帯道路工

5条 アスファルト舗装工 ※1
6条 コンクリート舗装工 ※1

厚さあるいは標高較差
基準高※3

幅、厚さは、厚さあるい
は標高較差に統合※2

第8編
砂防編

第1章
砂防堰堤

第4節 舗装工
第12節
付帯道路工

5条 アスファルト舗装工 ※1
6条 コンクリート舗装工 ※1

厚さあるいは標高較差
基準高※3

幅、厚さは、厚さあるい
は標高較差に統合越え
※2

第10編
道路編

第2章 舗装 第4節 舗装工 5条 アスファルト舗装工 ※1
6条 半たわみ性舗装工 ※1
7条 排水性舗装工 ※1
8条 透水性舗装工 ※1
9条 ｸﾞｰｽｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
10条 コンクリート舗装工 ※1

厚さあるいは標高較差
基準高※3

幅、厚さは、厚さあるい
は標高較差に統合※2

※1 路盤工を含む。
※2 3次元計測技術で取得した出来形の計測点群を利用して幅及び平坦性を管理することもできる。
※3 出来形管理対象が下層路盤の場合で下層路盤を厚さで管理する場合は、下層路盤の基準高も管理する。

※断面管理の場合

「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）（以下、「管理要領（案）」とする）」の「第3編 舗装工編 第2章 適用範囲 第2節 適用の範囲（断面管理の場合）」を参照されたい。
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 本手引きで示す作業の範囲は、以下の実線部分である。
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 「③3次元起工測量」～「⑥3次元出来形管理等による施工管理」にかかる適用の詳細は以下の通りである。
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出
来
形
計
測

締
固
め

ｱｽﾌｧﾙﾄ基層 ｱｽﾌｧﾙﾄ表層

施工管理等 ：実線は必須、点線は任意（実施しない場合はTS舗装工を実施）

：実線は必須（ICT舗装工積算基準） ※締固め、合材敷均しは従来手法による機械施工

厚さ計測(必須）

出
来
形
計
測

厚さ計測(任意）基準高計測(任意） 厚さ計測(任意）

出
来
形
計
測

面計測
（必須）

面管理
（必須）

ＴＳ管理（任意）MCﾓｰﾀｰｸﾞﾚｰﾀﾞ又は
MCﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ（必須）

ＴＳ管理（任意） 面計測（必須）
面計測データを使用した管理

MCﾓｰﾀｰｸﾞﾚｰﾀﾞ又は
MCﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ（必須）

設
計
デ
ー
タ
作
成

※「面計測」及び「面管理」とは、「レーザースキャナーを用いた出来形管理要領」に基づく計測及び管理 又は、同基準に準拠した「トータルステーション（ﾉﾝﾌﾟﾘｽﾞﾑ方式）」による計測及び管理
※「ＴＳ管理」とは、「トータルステーションを用いた出来形管理要領」に基づく管理

③ ④ ⑤ ⑤ ⑥ ⑤ ⑤ ⑥⑤ ⑤ ⑥⑤ ⑤ ⑥⑤⑤
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 ICT舗装工に適用する3次元計測技術は次の通りである。

技術名 対象作業

適用 管理
管理要領

※1 備考
新設 修繕

面
管理

断面
管理

地上型レーザースキャナーを用いた起工
測量／出来形管理技術（舗装工事編）

測量
出来形計測
出来形管理

○ △ ○ － ①、②、⑥

TS 等光波方式を用いた起工測量／出来
形管理技術（舗装工事編）

測量
出来形計測
出来形管理

○ △
△
※2 ○ ①、③

TS（ノンプリズム方式）を用いた起工測量
／出来形管理技術（舗装工事編）

測量
出来形計測
出来形管理

○ △ ○ － ①、④

地上移動体搭載型レーザースキャナーを
用いた起工測量／出来形管理技術（舗装
工事編）

測量
出来形計測
出来形管理

○ △ ○ － ①、⑤

※1 管理要領

記載の番号は、表紙に記載の管理要領の番号と連動のため、表紙を参照されたい。

※2 TS等光波方式の面管理適用について

他の多点計測技術による計測では一部の範囲で必要な点群密度が確保できななった場合の補完計測として使用することができる。
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１－３．ＩＣＴ活用工事の発注から工事完成までの流れ

出来形管理要領に記載【凡例】
監督検査要領に記載

施工履歴データによる土工の出来高算出要領（案）
部分払における出来高取扱方法（案） に記載
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１－４．ＩＣＴ活用工事の流れ

５．工事基準点の設置

４．施工計画書（起工測量）

準備工

本手引きの対象範囲

監督事項
・ｱﾝｹｰﾄ調査の指示
・施工合理化調査の指示

・ｱﾝｹｰﾄ調査の指示の了解
・施工合理化調査の指示の了解

・新技術活用計画書の作成
監督事項
・新技術活用計画書の受理・確認

・基準点等の指示の了解
監督事項
・基準点等の指示

・精度確認試験結果報告書の作成
監督事項
・精度確認試験結果報告書の受理・確認

（ＴLS出来形管理の場合）

・施工計画書（起工測量編）の作成
監督事項
・施工計画書（起工測量編）の受理・確認

施工計画書の
作成

・具体の工事内容及び対象範囲の協議
監督事項
・具体の工事内容及び対象範囲の受理・確認

施工計画書の
作成

５．工事基準点の設置

4

６．測量成果簿の作成

受注者 発注者

3次元設計
データの作成

監督事項
・測量成果簿の受理・確認
・起工測量の成果品の受理・確認

・起工測量
・測量成果簿の作成
・起工測量の成果品の作成

・工事基準点の設置

７．３次元設計データの作成
監督事項
・３次元設計データの作成の成果品の受理・確
認

・３次元設計データの作成
・３次元設計データの照査
・３次元設計データの作成の成果品作成

８．設計図書の照査 監督事項
・受注者による設計図書の照査状況の受理・確
認

・設計図書の照査

９．施工計画書（工事編）
・施工計画書（工事編）の作成
・設計図書の照査、起工測量結果の反映

監督事項
・施工計画書（工事編）の受理・確認

本手引きの対象範囲

準備工

3次元起工測
量

施工計画書の
作成

１０．施工段階

１１．出来形管理

・数量計算の方法の協議
・３次元設計データ＋設計数量の協議

監督事項
・出来形管理帳票の受理・確認

監督事項

・数量計算の方法の受理・確認
・３次元設計データ＋設計数量の受理・確認

3次元出来形

管理等による
施工管理

・出来形計測
・出来形管理写真の撮影
・出来形管理帳票の作成

施工

河川土工・海岸土工・砂防土工・道路土工

・設計図書等の変更
・変更数量算出
・変更積算
・変更契約

変更契約処理【発注担当者】
変更段階

本手引きの対象範囲

・新技術活用効果調査表の作成
監督事項
・新技術活用効果調査表の受理・確認

・部分払い用出来高計測
監督事項
・確認立会

１２．完成段階

受注者 発注者

１３.検査
・書面検査
・実地検査

検査事項
・書面検査・実地検査

3次元データ
の納品・検査

監督・検査事項
・工事成績評定

本手引きの対象範囲

監督事項
・ｱﾝｹｰﾄ調査票の受理・確認

・ｱﾝｹｰﾄ調査票の作成

・施工合理化調査票の作成
監督事項
・施工合理化調査票の受理・確認

・電子成果品の作成
監督事項
・電子成果品の受理・確認
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 受注者は、施工計画書及び添付資料に次の事項を記載しなければならない。

① 適用工種
適用工種に該当している工種を記載する。適用工種は本手引き「１－１ 適用の範囲」を参照されたい。

② 適用区域及び適用種別
管理要領（案）による、3次元計測を行う範囲を明記する。
また、平面図及び舗装の構成図上に当該工事の施工範囲を示し、管理要領（案）による出来形管理範囲
と「土木工事施工管理基準及び規格値（案）」による出来形管理範囲を塗り分ける。
3次元計測範囲は舗装工部分を包含する範囲とし、適用する舗装工の種別を記載する。

③ 出来形計測箇所、出来形管理基準及び規格値・出来形管理写真基準
「設計図書」及び「出来形管理基準及び規格値」の測定基準に基づいた出来形計測箇所を記載する。
また、3次元計測技術を用いた出来形管理を行う範囲については、管理要領（案）に基づく出来形管理基
準及び規格値、出来形管理写真基準を記載する。

④ 使用機器・ソフトウェア
使用する機器構成を記載する。カタログや仕様書の提出は不要。

⑤ 使用する3次元計測技術による計測に関わる事項
各3次元計測技術に別途定める施工計画書に記載しなければならない事項(P2-3にTLSの例を掲載)を
記載する。
各3次元計測技術の施工計画書の記載事項については、管理要領（案） の「第3編 舗装工編 第4章 第1
節 多点計測技術（面管理の場合）」及び「第3編 舗装工編 第4章 第2節 計測技術（断面管理の場合）」に
定める各技術における「出来形計測」を参照のこと。

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

詳細フロー

施工計画書（起工測量編）の作成

精度確認試験結果報告書の作成

参照先

手引き
共通編

4-1～4-3
9-1～9-2

R4出来形
管理要領

3-9～
3-10



九州地方整備局
詳細フロー

機器構成、仕様の確認

機器・ソフトウェアの選定・調達

電子納品・電子検査の事前協議

２－２．使用機器・ソフトウェアの補足

2-2

 使用機器・ソフトウェアの記載に当たっては、以下の点に留意する。

① 使用機器
適用する出来形管理で利用する機器及びソフト
ウェアについて、施工計画書に記載する。

② 3次元計測技術本体
出来形管理用に利用する3次元計測技術本体が
各技術で定める「計測性能及び精度管理」と同
等以上の計測性能を有し、適正な精度管理が行
われていることを、施工計画書の添付資料として
提出する。
3次元計測技術の計測性能と精度管理方法につ
いては、管理要領（案） の「第3編 舗装工編 第4
章 第1節 多点計測技術（面管理の場合）」及び「
第3編 舗装工編 第4章 第2節 計測技術（断面管
理の場合）」に定める各技術における「計測性能
及び精度管理」を参照のこと。

③ ソフトウェア
施工計画書に使用する機器構成（計測機器名称
、計測機器メーカー、ソフトメーカー、ソフトウェア
名、バージョン） を記載する。カタログや仕様書
の提出は不要である。

地上型レーザースキャナー（TLS）を用いた
出来形管理の機器構成例

① レーザースキャナー本体
② ソフトウェア

・3次元設計データ作成ソフトウェア
・点群処理ソフトウェア
・出来形帳票作成ソフトウェア
・出来高算出ソフトウェア

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

参照先

手引き
共通編

2-1～2-2
9-1～9-2

R4出来形
管理要領

3-9～
3-10



九州地方整備局
２－３．施工計画書作成の留意事項（地上型レーザースキャナーの例）

2-3

事前精度確認試験結果報告書（例）

添付する書類

TLS計測精度 精度確認を実施し、結果報告書を作成し添付

TLS精度管理 メーカ推奨の定期点検を実施

 ソフトウェア

 施工計画書に使用するソフトウェア （ソ

フトメーカー、ソフトウェア名、バージョン
）を記載する。カタログや仕様書の提出
は不要である。

 機器構成

 出来形管理用ＴＬＳ本体

 計測精度が下記と同等以上で、適正
な精度管理が行われていることを示
す書類を添付します。

測定精度：計測範囲内で鉛直方向、平面方向（測定工種毎）
利用前１２ヶ月以内に事前精度確認試験を実施する。

色データ：色データの取得が可能なことが望ましい
（点群処理時に目視による選別に利用）

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

詳細フロー

施工計画書（起工測量編）の作成

精度確認試験結果報告書の作成

参照先

手引き
共通編

4-1～4-3
9-1～9-2

R4出来形
管理要領

3-45～
3-54

 ＴＬＳの測定精度を確認する試験方法として、平面の測定精度について
は、 JSIMA115 に基づく試験成績表が使用可能である。

取得したデータの信頼度を
担保します

事前精度確認試験が必要



九州地方整備局
詳細フロー

工事基準点の設置

３－１．準備工（工事基準点の設置/面管理）

3-1

 受注者は、工事基準点の設置に当たり、以下の点に留意すること。

① 監督職員に指示を受けた基準点を使用して設置
工事基準点の設置に際し、受注者は、監督職員から指示を受けた基準点を使用することとする。
なお、監督職員から受注者に指示した4級基準点及び3級水準点（山間部では4級水準点を用いてもよい
）、もしくはこれと同等以上のものは、国土地理院が管理していなくても基準点として扱う。
出来形管理で利用する工事基準点の設置にあたっては、「国土交通省 公共測量作業規程」に基づいて
実施し、測量成果、設置状況と配置箇所を監督職員に提出して使用する。

② 工事基準点を複数設置
3次元計測技術に必要となる標定点等を効率的に計測できる位置にTSが設置可能なように工事基準点
を複数設置しておくことが有効である。

③ 出来形計測精度の確保
管理要領（案）に基づく出来形管理では出来形計測精度の確保を目的に、標定点等を計測する場合は
基準点からTSまでの距離、標定点等からTSまでの計測距離（斜距離）についての制限を、3級TSを利用
する場合は100m以内（2級TSは150m以内）とする。

※断面管理の場合

「3次元計測技術と用いた出来形管理要領（案）（以下、「管
理要領（案）」とする）」の「第3編 舗装工編 第3章 3次元計
測技術を用いた出来形管理に必要な実施事項 第2節 工
事基準点の設置 2-2工事基準点の設置（断面管理の場合
）」を参照されたい。

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

参照先

手引き
共通編

5-1

R4出来形
管理要領

3-11



九州地方整備局

工事基準点

適切でない工事
基準点例☓

工事基準点から計測点まで
����以内とする
��級��の場合）

作業用車輌等の通過を妨
げない位置に工事基準点
を設置する

工事基準点

工事基準点

☓

測量標は、位置や高さが変動し
ないように適切に設置

標定点

標定点

標定点

TLSによる出来形管理で利用するTS（2級TSか3級ＴＳ）を確認して、工事基準点を配置する。

留意点

・出来形精度を確保するため、次の斜距離が3級TSを用いる場合で100m以内、2級TSを用いる場合で150m以内で
なければならない。
（1）TSの設置位置から工事基準点までの距離（TS設置時）
（2）TSの設置位置から標定点までの距離

・TLS本体にTSと同様にターゲット計測による後方交会法による位置決め機能を有している場合は、標定点を設置せず計測
できます。この場合、ターゲットは基準点あるいは工事基準点上に設置します。

工事基準点

3-2

※ 機種により、計測可能距離が、
100ｍ～1,000ｍまで差がありま
す。

※ 標定点は、複数回の計測結果を
合成する際に標定点が必要な場
合に用います。

※ 後方交会法による位置決め機能
を有する場合には、標定点は不
要です。ターゲットは、工事基準
点に設置する。

※ 使用予定のTLSを考慮して、工
事基準点を設置すること

３－２．工事基準点の設置の留意事項
①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

詳細フロー

工事基準点の設置

参照先

手引き
共通編

5-1

出来形
管理要領

3-11



九州地方整備局
詳細フロー

精度確認試験結果報告書の作成

起工測量、測量成果簿の作成
起工測量の成果品の作成

（事前測量の場合）

4-1

４－１．３次元起工測量の留意事項（面管理）

 受注者は、設計照査のために施工前の地盤の地形測量を実施する。

 3次元起工測量（面管理）の実施に当たり、以下の点に留意すること。

① 起工測量時の測定精度及び計測密度
管理要領（案）の「第3編 舗装工編 第4章 第1節 多点計測技術（面管理の場合）」に定める各技術におけ
る「計測性能及び精度管理」を参照されたい。
ただし、JSIMA115に基づく試験成績表により使用範囲における座標測定精度が±14mm以内であること
を確認できる場合はこのかぎりでない。

② 測量方法
標定点は4級基準点及び3級水準点（山間部では4級水準点相当）と同等の測量方法により計測する。

③ その他の実施事項
管理要領（案）の「第3編 舗装工編 第4章 第1節 多点計測技術（面管理の場合）」に定める各技術におけ
る「出来形計測」を参照されたい。
なお、TS等光波方式を用いる場合は、起工測量は適用対象外とする。

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

参照先

手引き
共通編

6-1～6-4

R4出来形
管理要領

3-13～
3-14



九州地方整備局
４－２．測定精度の事前精度確認試験（地上型レーザースキャナーの例）

1m2

TLSの事前精度確認試験実施手順書 （案）【抜粋】

1. 実施時期
暫定案として利用前12ヶ月以内に精度確認試験を実施

2.実施方法
【鉛直方向】
1ｍ2以下の検査面に点群密度100点以上の平均と真値との比較
【平面方向】
最大計測距離以上の２カ所以上の既知点から座標計測精度を確認

3.試験計測点の検測
【鉛直方向】
試験計測点の高さは、レベルで計測し高さを求める方法で実施
【平面方向】
試験計測点の平面位置は、ＴＳで計測し平面位置を求める方法で
実施測定精度

※検査面とした1m2内で100点以上を平均

TLS

1m2

1m2

検査面の中央点あるいは4隅
（平均値）を計測

真値

※1m2以内に勾配変化のない平坦な箇所を
選定して計測すること

※標準反射板や反射シートなどは設置せず、
計測面が露出した状態で計測すること

比較方法 TLS精度確認基準 備考 地上移動体搭載型ＬＳ

高さ ●アスファルト舗装
路床表面 ±20mm以内
下層路盤表面 ±10mm以内
上層路盤表面 ±10mm以内
基層・中間層表面 ±4mm以内
表層表面 ±4mm以内

●コンクリート舗装
路床表面 ±20mm以内
下層路盤表面 ±10mm以内
粒度調整路盤表面 ±10mm以内
セメント（石灰・瀝青）安定処理表面±10mm以内
アスファルト中間層表面 ±4mm以内
コンクリート舗装版表面 ±4mm以内

試験計測点は出来形
計測で利用する最大
計測距離以上の位置
に配置する。

起工測量 ±20mm 以内
路床表面 ±20mm以内
下層路盤表面 ±10mm 以内
上層路盤表面 ±10mm以内
基層表面 ±4mm以内
表層表面 ±4mm以内

平面較差 検証点較差 L（L= √（ΔX＾2＋ΔＹ＾2） ※平面座標(Δｘ,Δｙ）が以下の基準を満足することを確認 試験計測点は出来形
計測で利用する最大
計測距離以上の位置
に配置する。

±10mm以内（Ｌ=  ΔＸ2＋ΔＹ2） ＾（1/2）

アスファルト舗装
路床表面 ±20mm以内
下層路盤表面 ±20mm以内
上層路盤表面 ±20mm以内
基層・中間層表面 ±10mm以内
表層表面 ±10mm以内

コンクリート舗装
路床表面 ±20mm以内
下層路盤表面 ±20mm以内
粒度調整路盤表面 ±20mm以内
セメント（石灰・瀝青）安定処理表面±20mm以内
アスファルト中間層表面 ±10mm以内
コンクリート舗装版表面 ±10mm以内 4-2

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

詳細フロー

精度確認試験結果報告書の作成

起工測量、測量成果簿の作成
起工測量の成果品の作成

（事前測量の場合）

参照先

手引き
共通編

6-4

R4出来形
管理要領

3-111～
3-118



九州地方整備局
４－３．３次元起工測量計測データの作成の留意事項（面管理）

4-3

 受注者は、3次元計測技術で計測した現況地形の計測点群データから不要な点を削除し、TINで表現される起工
測量計測データを作成する。

 3次元起工測量計測データの作成に当たり、以下の点に留意すること。

① 作成方法
計測した点群座標の不要点削除が終了した計測
点群データを対象にＴＩＮを配置し、起工測量計
測データを作成する。自動でＴＩＮを配置した場合
に、現場の地形と異なる場合は、ＴＩＮの結合方
法を手動で変更してもよい。

② 点群座標が取得できなかった場合
平均断面法と同等の計算結果が得られるよう、
横断形状が変化する箇所などにおける点群座標
や単点計測等の結果を用いて、ＴＩＮで補間して
もよいものとする。
このとき、ＴＩＮの補間は、管理断面間隔よりも狭
い間隔の3次元座標値を使用することとする。
計測方法については、次項の「3次元起工測量（
断面管理の場合）」を参照されたい。

設計照査のための数量算出イメージ

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

詳細フロー

精度確認試験結果報告書の作成

起工測量、測量成果簿の作成
起工測量の成果品の作成

（事前測量の場合）

参照先

手引き
共通編

6-1～6-4

R4出来形
管理要領

3-13～
3-14



九州地方整備局４－４．３次元起工測量の留意事項（断面管理）

4-4

 受注者は、工事測量に出来形管理用TSを用いることができる。

 また、工事測量時に実施する下記の作業にも、出来形管理用TSを使用することができる。

① 新設舗装工事における出来形計測の場合
・工事に使用する補助基準点の設置
・工事に使用するベンチマークの設置
・道路中心杭、幅杭の設置・再現及び引照点の設置

② 道路付属物（縁石・排水構造物）における出来形計測の場合
・工事に使用する補助基準点の設置工事に使用する補助基準点の設置
・工事に使用するベンチマークの設置
・道路中心杭、幅杭の設置・再現及び引照点の設置

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

詳細フロー

精度確認試験結果報告書の作成

起工測量、測量成果簿の作成
起工測量の成果品の作成

（事前測量の場合）

参照先

手引き
共通編

6-1～6-4

R4出来形
管理要領

3-15



九州地方整備局
４－４．３次元起工測量の留意事項（断面管理）

4-5

 3次元起工測量（断面管理）の実施に当たり、以下の点に留意すること。

① 出来形計測前の確認事項
出来形計測の実施前には、出来形管理用TSを用い、出来形計測対象物の基本設計データが搭載され
ていることを確認する。

② 出来形管理用TSの設置
工事測量を行う際の出来形管理用TSの設置時には、工事基準点にプリズムを設置して計測する。
管理要領（案）では、作業性を考慮して、工事基準点上及び後方交会法にて出来形管理用TSを設置す
ることができる。

③ 出来形管理用TSと工事基準点の距離
測定精度確保の観点から100m以内（1級2級TSを使用する場合は150m以内）とし、後方交会法において
は、2点の工事基準点の挟角は30°～150°以内とする。

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

詳細フロー

精度確認試験結果報告書の作成

起工測量、測量成果簿の作成
起工測量の成果品の作成

（事前測量の場合）

参照先

手引き
共通編

6-1～6-4

R4出来形
管理要領

3-15
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４－５．３次元起工測量の留意事項（地上型レーザースキャナーの例）

LS設置時の留意点

・計測対象範囲に対して正対して計測できる位置を選定する。
・計測範囲に対してTLSの入射角が著しく低下する場合や、1回の計測で不可視となる範囲がある場合は、
不可視箇所等を補間できる計測位置を選定する。

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ

計測面

入射角

4-6

 出来形計測点を効率的に取得できる位置にＴＬＳを設置する。

 ＴＬＳは、急傾斜地や軟弱地を避け、振動のない地盤上に設置する。

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

詳細フロー

精度確認試験結果報告書の作成

起工測量、測量成果簿の作成
起工測量の成果品の作成

（事前測量の場合）

参照先

手引き
共通編

6-1～6-4

R4出来形
管理要領

3-52～
3-54

実証実験結果では・・・

２００ｍで入射角が１０度の場合、水平精度±２０ｍｍ、高さでは±５０ｍｍ程度
の精度の低下が確認された場合（必ずしも制度が低下するわけではない）。
⇒入射角が小さくなる場合は、ＴLSの設置位置を高くする、LSの位置を変更す
るなどの配慮が必要です。
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標定点を使用する場合の留意点

・TLSによる計測結果を3次元座標へ変換、あるいは複数回の計測結果を標定点を用いて合成する場合
は、標定点を設置する。標定点は工事基準点からTSを用いて計測を行う。ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ

TSを使った後方交会法による位置決めの例

4-7

４－５．３次元起工測量の留意事項（地上型レーザースキャナーの例）

 標定点は、計測対象箇所の最外周部に4箇所以上配置する。

 TSから基準点および標定点までの距離に応じて、以下の関係とする。
⇒3級TSの場合：100m以下
⇒2級TSの場合：150m以下

 TLS本体にTSと同様にターゲット計測による後方交会法による位置決め機能を有している場合は、標定点を設
置せず計測ができる。

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

詳細フロー

精度確認試験結果報告書の作成

起工測量、測量成果簿の作成
起工測量の成果品の作成

（事前測量の場合）

参照先

手引き
共通編

6-1～6-4

R4出来形
管理要領

3-52～
3-54
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①計測密度設定の留意点
TLSと計測対象範囲の位置関係を事前に確認し、最も入射角が低下する箇所で設定する。
必要に応じてTLSの位置を変えるなど、データ処理を含めた作業全体の効率化に留意する。

②測定時の留意点
可能な限り出来形の地形面が露出している状況で計測する。
以下の条件では適正な計測が行えないので、十分に注意する。

 雨や霧、雪などレーザーが乱反射してしまう様な気象
 計測対象範囲とレーザー光の入射角が極端に低下する場合
 強風などで土埃などが大量に舞っている場合

TLS計測で利用するレーザークラスに応じた使用上の対策を講じるとともに、安全性に十分考慮する。

計測時の留意点

・出来形計測にあたっては、計測対象範囲内で0.01m2（0.1m×0.1mのメッシュ）に１点以上の計測点が
得られる設定で計測を行う。

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ

4-8

４－５．３次元起工測量の留意事項（地上型レーザースキャナーの例）

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

詳細フロー

精度確認試験結果報告書の作成

起工測量、測量成果簿の作成
起工測量の成果品の作成

（事前測量の場合）

参照先

手引き
共通編

6-1～6-4

R4出来形
管理要領

3-52～
3-54
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詳細フロー

３次元設計データの照査

３次元設計データの作成または修正

３次元設計データの作成の成果品作成

5-1

５－１．３次元設計データ作成ソフトウェア（面管理）

 3次元設計データ作成ソフトウェアは、出来形管理や数量算出の基準となる設計形状を示す3次元設計データを
作成・出力することができ、以下の機能を有することとする。

 ここでいう3次元設計データは、中心線形データ、横断形状データ、及び構造物を形成する表面形状の3次元座
標の変化点で構成される「ＴＩＮデータ」で表現される。

① 3次元設計データ等の要素読込（入力）機能
「座標系の選択」「平面線形の読込（入力）」「縦断線形の読込（入力）」「横断形状の読込（入力）」「現況
地形データの読込（入力）」「ＴＩＮの変化点の読込（入力）」を実施する機能。

② 3次元設計データ等の確認機能
①で読み込んだ（入力した）中心線形データ（平面線形データ、縦断線形データ）、横断形状データと出力
する3次元設計データを重畳し、同一性を確認するために入力値比較や3次元表示が確認できる機能。

③ 設計面データの作成機能
①で読み込んだ（入力した）3次元設計データの幾何要素から設計の面データ（ＴＩＮ（不等三角網）データ
）を作成する機能。

④ 3次元設計データの作成機能
③で読み込んだ設計面データと起工測量データに基づく、3次元設計データを作成する機能。

⑤ 座標系の変換機能
3次元設計データを、①で選択した座標系に変換する機能。

⑥ 3次元設計データの出力機能
③～⑤で作成・変換した3次元設計データをLandXML形式や使用するソフトウェア等のオリジナルデータ
で出力する機能。

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

参照先

手引き
共通編

7-1～7-6

R4出来形
管理要領

3-16～
3-17



九州地方整備局

5-2

５－２．３次元設計データ作成の流れ（面管理）

 受注者は、監督職員から貸与された設計図書（平面図、縦断図、横断図等）や線形計算書等を基に、出来形管
理で利用する工事基準点、平面線形、縦断線形、出来形横断面形状の設定を行い、出来形評価用データとの
比較が可能な3次元設計データの作成を行う。

 3次元設計データ作成の流れは以下の通り。

3次元設計データ作成の流れ

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

※断面管理の場合

管理要領（案）の「第3編 舗装工編 第3章 3
次元計測技術を用いた出来形管理に必要
な実施事項 4-2基本設計データ作成（断面
管理の場合）」を参照されたい。

⑦
目
標
高
さ
の
設
定

詳細フロー

３次元設計データの照査

３次元設計データの作成または修正

３次元設計データの作成の成果品作成

参照先

手引き
共通編

7-1～7-6

R4出来形
管理要領

3-18～
3-19

※設計データの違い

面管理：3次元設計データ

断面管理：基本設計データ
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5-3

５－３．３次元設計データ作成の留意事項（面管理）

 3次元設計データ作成時の留意事項は以下の通り。

① 準備資料
設計図書の平面図、縦断図、横断図等と線形計
算書等である。
準備資料の記載内容に3次元設計データの作成
において不足等がある場合は、監督職員に報告
し資料提供を依頼する。
また、隣接する他工事との調整も必要に応じて
行うこと。

② 3次元設計データの作成範囲
工事起点から工事終点及びその外縁に線形要
素の起終点がある場合はその範囲までとし、横
断方向は構築物と地形との接点までの範囲とす
る。
設計照査段階で取得した現況地形が発注図に
含まれる現況地形と異なる場合、及び余盛り等
を実施する場合については、監督職員との協議
を行い、その結果を3次元設計データの作成に反
映させる。

起工測量結果と３次元設計データ

※断面管理の場合

管理要領（案）の「第3編 舗装工編 第3章 3次元計測技術
を用いた出来形管理に必要な実施事項 4-2基本設計デ
ータ作成（断面管理の場合）」を参照されたい。

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

詳細フロー

３次元設計データの照査

３次元設計データの作成または修正

３次元設計データの作成の成果品作成

参照先

手引き
共通編

7-2

R4出来形
管理要領

3-18～
3-19
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5-4

５－３．３次元設計データ作成の留意事項（面管理）

 3次元設計データ作成時の留意事項の続き。

③ 3次元設計データの要素データ作成
3次元設計データの作成は、設計図書（平面図、縦断図、横断図）と線形計算書に示される情報から幾何
形状の要素（要素の始点や終点の座標・半径・クロソイドパラメーター・縦断曲線長、横断形状等）を読み
取って、作成する。
出来形横断面形状の作成は、3次元計測技術による計測を実施する範囲で全ての管理断面及び断面変
化点について作成する。
3次元設計データの作成にあたっては、当該工事の設計形状を示すデータについて、監督職員の承諾な
しに変更・修正を加えてはならない。

④ 3次元設計データ（ＴＩＮ）の作成
入力した要素データを基に面的な3次元設計データ（ＴＩＮ）を作成する。
ＴＩＮは三角形の平面の集合体であるため、曲線部では管理断面の間を細かい断面に分割して3次元設
計データ化する必要がある。
このため、線形の曲線区間においては必要に応じて横断形状を作成した後にＴＩＮを設定する。

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

詳細フロー

３次元設計データの照査

３次元設計データの作成または修正

３次元設計データの作成の成果品作成

参照先

手引き
共通編

7-2

R4出来形
管理要領

3-18～
3-19
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5-5

５－３．３次元設計データ作成の留意事項（面管理）

 3次元設計データ作成時の留意事項の続き。

⑤ 地形情報
3次元計測技術等による起工測量結果を3次元
設計データ作成ソフトウェアに読み込み、作成し
た3次元設計データと重畳し比較した上で、発注
図に含まれる現況地形と異なる場合については
、監督職員と協議を行い、その結果を3次元設計
データの作成に反映させる。

⑥ 数量算出
作成した3次元設計データは、契約図書として位
置付けられるものであるため、数量を再計算して
おく必要がある。3次元CADソフトウェア等を用い
た数量算出を行い、3次元設計データに基づく数
量計算結果が当初数量と変更があった場合は、
設計変更の対象となる。工事数量の算出方法は
管理要領（案）の「第3編 舗装工編 第6章 数量
算出」を参照のこと。

道路中心線
（又は堤防法線）

出来形横断面形状

要素高

勾配(%)

勾配(1:x)

道路幅

要素高

勾配(1:x)

地形データ

地形情報の取り込みイメージ

 3次元起工測量で取得した地形データを取込む。

 横断図を参照し、地表面の位置似合わせて横断面形状（幅、基準高、
法長）を調整する。

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

詳細フロー

３次元設計データの照査

３次元設計データの作成または修正

３次元設計データの作成の成果品作成

参照先

手引き
共通編

7-2

R4出来形
管理要領

3-18～
3-19
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5-6

５－３．３次元設計データ作成の留意事項（面管理）

 3次元設計データ作成時の留意事項の続き。

⑦ 目標高さの設定について
標高較差で出来形管理を行う場合、目標高さが設計図を元に作成した各層の高さと異なる場合は、施工
前に作成した３次元設計面に対する高さ（設計図を元に計算される高さ）からのオフセットにより目標高さ
を設定する。このとき、オフセット高さについては、監督職員に協議を行い設定すること。
目標高さ（下図①）は、直下層の目標高さ（下図②）に直下層の出来形を踏まえて、設計厚さ以上の高さ（
下図③）を加えて定めた計測対象面の高さ。

⑧ 設計変更について
設計変更で設計形状に変更があった場合は、その都度、3次元設計データを編集し変更を行う。
このとき、最新の3次元設計データの変更理由、変更内容、変更後の3次元設計データファイル名は
確実に管理しておくこと。

※オフセット高さとは
、設計図書を元に作成した3次元形状に対して、出

来形管理基準及び規格値の範囲内での施工誤差を
考慮した場合の各層における施工前に作成した3次
元設計面に対する高さとの差

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

詳細フロー

３次元設計データの照査

３次元設計データの作成または修正

３次元設計データの作成の成果品作成

参照先

手引き
共通編

7-2

R4出来形
管理要領

3-18～
3-19



九州地方整備局

5-7

５－４．３次元設計データの確認（面管理）

 受注者は、3次元設計データの作成後に、3次元設計データの以下の①～⑤の情報について、設計図書（平面
図、縦断図、横断図等）や線形計算書等と照合するとともに、監督職員に3次元設計データチェックシートを提出
する。

① 工事基準点
工事基準点は、名称、座標を事前に監督職員に提出している工事基準点の測量結果と対比し、確認す
る。

② 平面線形
平面線形は、線形の起終点、各測点及び変化点（線形主要点）の平面座標と曲線要素について、平面
図及び線形計算書と対比し、確認する。

③ 縦断線形
縦断線形は、線形の起終点、各測点及び変化点の標高と曲線要素について、縦断図と対比し、確認す
る。

④ 出来形横断面形状
出来形横断面形状は、出来形形状の幅、基準高、法長を対比し、確認する。
設計図書に含まれる全ての横断図について対比を行うこと。

⑤ 3次元設計データ
3次元計測技術を用いた出来形管理の該当区間の3次元設計データの入力要素（工事基準点、中心線
形データや横断形状データ）と3次元設計データ（ＴＩＮ）を重畳し、同一性が確認可能な3次元表示した図
を提出する。

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

詳細フロー

３次元設計データの照査

３次元設計データの作成または修正

３次元設計データの作成の成果品作成

参照先

手引き
共通編

7-3～7-6

R4出来形
管理要領

3-20



九州地方整備局

5-8

５－５．３次元設計データの確認イメージ（面管理）

比較

紙図面・2次元CADデータ上
で記載内容を目視確認

基本設計データ作成ソフ
トウェア上で入力データを
目視確認

データの整
合性を確認

チェックシート

３次元設計データと２次元ＣＡＤデータとの各デー
タに相違がないことを確認したチェックシートが監
督職員へ提出されるので○の記載があることを
確認する。

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

詳細フロー

３次元設計データの照査

３次元設計データの作成または修正

３次元設計データの作成の成果品作成

参照先

手引き
共通編

7-3～7-6

R4出来形
管理要領

3-109

チェック入り図面

チェック部分
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5-9

５－６．３次元設計データチェックシートの留意点（面管理）
①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

詳細フロー

３次元設計データの照査

３次元設計データの作成または修正

３次元設計データの作成の成果品作成

参照先

手引き
共通編

7-3～7-6

R4出来形
管理要領

3-109

工事基準点は、事前に監督職員に提出してい
る工事基準点の測量結果と対比し、確認します。

平面図及び線形計算書と対比し、確認します。

縦断図と対比し、確認します。

・ソフトウェア画面と対比し、設計図書の管理項
目の箇所と寸法にチェックを記入します。

・３次元設計データから横断図を作成し、設計
図書と重ね合わせて確認します。

・３次元設計データの入力要素と３次元設計
データ（ＴＩＮ）を重畳し、同一性が確認可能な３
次元表示した図を提出します。

受注者が実施します

発注者は「○」が付記されて
いること確認します

平成 年 月 日
工 事 名： ○○工事
受注会社名： (株)○○組
作 成 者： ○○ ○○ 印

（様式－１）

受注者が実施します
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詳細フロー

出来形管理写真の撮影

出来形計測

出来形管理帳票の作成

数量計算の方法の協議

6-1

６－１．出来形帳票作成ソフトウェア（面管理）

 出来形帳票作成ソフトウェアは、取得した出来形評価用データと3次元設計データの面
データとの離れを算出し、出来形管理基準上の管理項目の計算結果と出来形の良否の評価結果、及び設計形
状の比較による出来形の良否判定が可能な出来形分布図を出力する機能を有していなければならない。

 出来形管理基準上の管理項目の計算結果の出力手順は次の通り。

① 3次元設計データから管理を行うべき各層の範囲を抽出する。

② 各層ごとに厚さあるいは標高較差（標高較差は、直下層の目標高さ（下図①）＋直下層の標高較差平均
値（下図②）＋設計厚さから求まる高さ（下図③）との差）を計算し、平均値、最大値、最小値、データ数、
評価面積及び棄却点数（規格値を外れたデータ個数）を出力する。標高較差は、平面座標が同じ位置の
目標高さの差分として算出する。

標高較差の算出ロジックのイメージ（例：アスファルト舗装）

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

参照先

手引き
共通編

11-1～
11-11

R4出来形
管理要領

3-27～
3-29
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6-2

６－２．出来形計測（面管理）

 施工後の出来形形状を把握するために面的な出来形計測が可能な3次元計測技術を用い
て実施する。

① 出来形計測の実施
出来形計測時の測定精度及び計測密度については、管理要領（案）の「第3編 舗装工編 第4章 第1節
多点計測技術（面管理の場合）」に定める各技術における「計測性能及び精度管理」を参照されたい。
ただし、JSIMA115 に基づく試験成績表により使用範囲における座標測定精度が±14mm以内であること
を確認できる場合はこのかぎりでない。

② 出来形評価用データ等の作成
受注者は、計測した点群座標の不要点削除が終了した計測点群データを対象に、さらに、出来形管理基
準を満たす点密度に調整した出来形評価用データ作成する。
また、計測した点群座標の不要点削除が終了した計測点群データにＴＩＮを配置し、出来形計測データを
作成する。

※断面管理の場合

管理要領（案）の「第3編 舗装工編 第3章 3
次元計測技術を用いた出来形管理に必要
な実施事項 第5節 出来形管理 5-2出来形
管理（断面管理の場合）」を参照されたい。

詳細フロー

出来形管理写真の撮影

出来形計測

出来形管理帳票の作成

数量計算の方法の協議

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

参照先

手引き
共通編

11-1～
11-11

R4出来形
管理要領

3-30

 断面管理の場合の適用の範囲は、出来形管理要領 3-4～3-5を参照。（国土地理院認定１級と同等の計
測性能を有し、かつ高度角自動補正装置が搭載されている場合、表層と基層の管理も対象とされている点
にも留意されたい。）
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・TLSによる計測では、対象物とTLSの位置関係により計測精度に違いが生じるため、精度の
高い計測結果を得るためには精度の低下要因となる計測条件を可能な限り排除する計測計画
が重要。 6-3

６－３．出来形計測の留意事項（地上型レーザースキャナーの例）

TLSの設置

ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ

実証実験結果では・・・
200mで入射角が10度の場合、水平精度
±20mm、高さでは±50mm程度の精度
の低下が見られる。

⇒ 入射角が小さくなる場合は、LSの
設置位置を高くする、LSの位置を
変更するなどの配慮が必要。

 1回の計測で不可視となる範囲がある場合は、不可視箇所等を補間できる計測位置を選定する。
 TLSと被計測対象の位置関係は、被計測対象となる範囲の全てが精度確認試験で確認した最大距離以内とな

る範囲を設定する。
 1回の計測で精度確認試験以上となる範囲がある場合は、設置箇所を複数回に分けて実施する。
 出来形計測点を効率的に取得できる位置にTLSを設置する。
 TLSは、急傾斜地や軟弱地を避け、振動のない地盤上に設置する。
 最大観測距離で点群密度を（1点/100cm2）以上になるように器機の条件をセットする。

詳細フロー

出来形管理写真の撮影

出来形計測

出来形管理帳票の作成

数量計算の方法の協議

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

参照先

手引き
共通編

－

R4出来形
管理要領

3-52～
3-54
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6-4ＴＬＳと標定点の配置例
TSを使った後方交会法による位置決めの例

６－３．出来形計測の留意事項（地上型レーザースキャナーの例）

標定点の設置・計測

 標定点を用いてTLSによる計測結果を3次元座標へ変換、あるいは複数回の計測結果を標定点を用いて合成
する場合は、標定点を設置する。

 標定点はTLSによる出来形計測中は動かないように固定すること。
 標定点は、計測対象箇所の最外周部に4箇所以上配置する。
 標定点は、工事基準点からTSを用いて計測を実施し、TSから基準点及び標定点までの距離が100m以下（3級Ｔ

Ｓの場合）あるいは150m以下（1級、2級TSの場合）とする。
 ただし、TLS本体にTSと同様にターゲット計測による後方交会法による位置決め機能を有している場合は、標定

点を設置せず計測してもよいが、ターゲットは工事基準点あるいは基準点上に設置すること。

詳細フロー

出来形管理写真の撮影

出来形計測

出来形管理帳票の作成

数量計算の方法の協議

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

参照先

手引き
共通編

－

R4出来形
管理要領

3-52～
3-54
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6-5

６－３．出来形計測の留意事項（地上型レーザースキャナーの例）

TLS計測の実施

 １回の計測距離は、精度確認の距離範囲内とする。(ただしTLS直下の欠測は許容する。)
 出来形計測を行う場合は、TLSと計測対象範囲の位置関係を事前に確認し、計測範囲の最大距離の箇所で設

定を行う。
 TLSの計測では、計測対象範囲に作業員や仮設構造物、建設機械などが配置されている場合は、地形面のデ

ータが取得できないため、可能な限り出来形の計測面が露出している状況での計測を行う。
 次のような条件では適正な計測が行えないので十分な注意が必要。

 雨や霧、雪などレーザーが乱反射してしまう様な気象
 計測対象範囲とレーザー光の入射角が極端に低下する場合
 強風などで土埃などが大量に舞っている場合
 ＴＬＳ計測で利用するレーザークラスに応じた使用上の対策を講じるとともに、安全性に十分考慮すること

詳細フロー

出来形管理写真の撮影

出来形計測

出来形管理帳票の作成

数量計算の方法の協議

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

参照先

手引き
共通編

－

R4出来形
管理要領

3-52～
3-54
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6-6

６－４．出来形計測箇所（面管理）

 管理対象面の全ての範囲で3次元座標値を取得し、出来形計測データを作成する。

 計測範囲は、3次元設計データに記述されている管理断面の始点から終点とし、全ての範囲で0.1mメッシュに1
点以上の出来形座標値を取得すること。

 TSノンプリズム方式を用いる場合は、全ての範囲で1.0m メッシュに1点以上の出来形座標値を取得すること。

 計測は起工測量から表層までを対象とし、起工測量と表層面又はコンクリート舗装版面は面（TS含む）による管
理を必須とする。

 なお、基層を管理するための上層路盤面の計測手法としてTSによる出来形管理を選択することができるが、そ
の場合はそれ以下の各層もTSによる出来形管理を選択する必要がある。

出来形計測箇所
出来形計測箇所

アスファルト舗装 コンクリート舗装

出来形計測箇所

詳細フロー

出来形管理写真の撮影

出来形計測

出来形管理帳票の作成

数量計算の方法の協議

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

参照先

手引き
共通編

11-1～
11-11

R4出来形
管理要領

3-31～
3-32
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6-7

６－５．出来形計測箇所の補足（面管理）

 厚さに代えて標高較差で管理する場合
・標高較差で管理を行う場合は、直下
層の目標高さに直下層の標高較差の
平均値、設計厚さを加えた管理対象面
の目標高さを設定し、この高さと計測高
さの標高較差で管理を行う。

 厚さの管理を行う場合
・厚さの管理を行う場合は、直下層の
計測高さと管理対象面の高さの較差に
よる厚さで管理を行う。
この場合、各層の出来形評価点の平
面位置は揃えること

3次元計測技術とTSを組み合わせた出来形管理例（例：アスファルト舗装）

詳細フロー

出来形管理写真の撮影

出来形計測

出来形管理帳票の作成

数量計算の方法の協議

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

参照先

手引き
共通編

11-1～
11-11

R4出来形
管理要領

3-31～
3-32
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6-8

６－６．出来形計測箇所の留意事項（地上型レーザースキャナーの例）

厚さあるいは標高較差管理におけるＴＬＳ直下の欠測の取り扱い

 TLS直下は計測機器の特性により直下の一定範囲の点群が取得できない。
 よって厚さあるいは標高較差管理においては欠測部を含む一定範囲を除外してもよい。
 なお、設計面に対する除外範囲の割合が10％を超えないものとする。

ＴＬＳ直下の欠測の除外例

詳細フロー

出来形管理写真の撮影

出来形計測

出来形管理帳票の作成

数量計算の方法の協議

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

参照先

手引き
共通編

－

R4出来形
管理要領

3-52～
3-54



九州地方整備局九州地方整備局

・出来形管理資料を｢出来形帳票作成ソフトウェア」により作成することで、帳票を作成、保存、印刷ができ
る。

・出来形管理図表は、出来形確認箇所（平場・天端、法面）ごとに作成する。
ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ

6-9

６－７．出来形管理図表の作成の流れ（面管理）
詳細フロー

出来形管理写真の撮影

出来形計測

出来形管理帳票の作成

数量計算の方法の協議

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

参照先

手引き
共通編

11-4

R4出来形
管理要領

3-34～
3-35
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 3次元設計面と出来形評価用データの各ポイントとの離れ（標高較差あるいは水平較差）
により出来形の良否判定を行う。

 出来形管理基準上の管理項目の計算結果と出来形の良否の評価結果、及び設計面と出来形評価用データの各ポイントの離れ
を評価範囲の平面上にプロットした分布図にて明示する。

 平坦性については、従来の様式を使用する。点群から算出する場合、平坦性は従来の3mプロフィルメーターによる手法に相当
するデータを計測点群から抽出し、整理する。

 属性情報として出来形管理基準上の管理項目の計算結果を表示できる
ビューアー付き3次元モデルファイルによる納品に代えることもできる。

・平均値
・最大値
・最小値
・データ数
・評価面積
・棄却点数

を表形式
で整理

・離れの計算結果の
規格値に対する割
合を示すヒートマッ
プとして
-100%～+100%の

範囲で結果を色分
け。

・±50%の前後、
±80%の前後が区

別できるように別の
色で明示。

・データのポイント毎
に結果をプロット。

規格値の50%以内に収まっている計測点の個数、規格値の80%以
内に収まっている計測点の個数を明示することが望ましい。

６－８．出来形管理帳票の作成時の留意点（面管理）

作成帳票例（出来形管理図表）

詳細フロー

出来形管理写真の撮影

出来形計測

出来形管理帳票の作成

数量計算の方法の協議

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

参照先

手引き
共通編

11-5

R4出来形
管理要領

3-34～
3-35

6-10 
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6-11 

６－９．出来形管理基準及び規格値（面管理）

 出来形管理基準及び規格値は、「土木工事施工管理基準及び規格値（案）」のうち
面管理の場合に定められたものとし、測定値はすべて規格値を満足しなくてはならない。

 ただし、幅を従来の管理によることも出来る。

① 測定箇所
測定箇所は、路床を含めた舗装の各層の全面とする。
ただし、設計幅員から外側の計測点及びTLS直下の欠測は除く。

② 測定値算出
・標高較差の測定値を算出する方法

標高較差は、設計面あるいは目標高さと出来形評価用データの各ポイントとの標高較差の離れを用い
、平均値や個々の計測値の最大値、最小値を算出し、全面で規格値との比較・判定を行う。
・厚さの測定値を算出する方法

厚さは、計測対象面と下層の出来形評価用データの同一座標上に存在する各ポイントの標高差を用い
、平均値や個々の計測値の最大値、最小値を算出し、全面で規格値との比較・判定を行う。
・計測点群を利用して幅を管理する方法

3次元計測技術で取得した出来形の計測点群を利用して幅の管理をする場合は、計測する断面の舗
装左右端点について、各々道路延長方向に±100mm以内の範囲内の計測点を抽出し、その2点間の水
平距離を幅とする。

なお、TSノンプリズム方式を用いる場合は、適用対象外とする

詳細フロー

出来形管理写真の撮影

出来形計測

出来形管理帳票の作成

数量計算の方法の協議

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

参照先

手引き
共通編

11-2

R4出来形
管理要領

3-93～3-
94
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６－９．出来形管理基準及び規格値（面管理）

 前項の続き。

③ 測定基準
全面（1m2（1m×1mメッシュ）（平面投影面積）あたり1点以上）
但し、3次元計測技術で取得した出来形の計測点群を利用して幅の管理をする場合には、計測する断面
は延長方向に80m 以下の任意の間隔とすることができる。
平坦性については、従来どおり測定を行う。なお、「第3編 舗装工編 参考資料-10 計測点群データを用
いた平坦性算出」に基づき、計測点群データを用いて平坦性算出を行ってもよい。

※断面管理の場合

管理要領（案）の「第3編 舗装工編 第5章 出来形管理基準及び規格値 第2節 出来形管理基準
及び規格値（断面管理の場合）」を参照されたい。

詳細フロー

出来形管理写真の撮影

出来形計測

出来形管理帳票の作成

数量計算の方法の協議

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

参照先

手引き
共通編

11-2

R4出来形
管理要領

3-93～3-
94
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６－１０．規格値（面管理）

工種

計測
箇所

個々の
測定値

全点平均 計測密
度およ
び測定
間隔

計測
手法

備考
単位
[mm]

中規
模

小規
模

中規
模

小規模
以下

表層

厚さあ
るいは
標高較
差

-17 -20 -2 -31点/m2
以上

ＬＳ

・標高較差は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さから求
まる高さとの差
・個々の計測値の規格値には計測精度
として±4mmが含まれている

平坦性 2.4以下 1.5m毎 3mプロフィルメーター等

基層

厚さあ
るいは
標高較

差

-20 -24 -3 -41点/m2
以上

ＬＳ

・標高較差は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さから求
まる高さとの差
・個々の計測値の規格値には計測精度
として±4mmが含まれている

上層
路盤

厚さあ
るいは
標高較

差

-53 -64 -8 -101点/m2
以上

ＬＳ

・標高較差は、直下層の目標高さ＋直下
層の標高較差平均値＋設計厚さから求
まる高さとの差
・個々の計測値の規格値には計測精度
として±10mmが含まれている

下層
路盤

厚さあ
るいは
標高較

差

±90

-15
以上

40
以下

-15
以上

50
以下

1点/m2
以上

ＬＳ
・個々の計測値の規格値には計測精度
として±10mmが含まれている。

・個々の測定値に対する規格値は、99.7％が規格値に入ればよいものとする。

 面管理を実施する場合、隣接構造物と高さが連続し、
境界が明瞭で無い場合を除き、幅の管理は省略でき
る。

厚さの規格値は設計厚さ
に対して十分小さいので
、設計幅に対する不足は
必ず厚さ不足として現れ
る。

 隣接構造物が高さが連続している場合は、TSを用いた
出来形管理要領（舗装工事編）に基づき幅員を計測す
る。

構造物があると、設計幅に対
する不足があっても厚さ不足
として現れない

 全数管理を前提とした個々の測定値の規格値を設定。幅員の管理を省略。

詳細フロー

出来形管理写真の撮影

出来形計測

出来形管理帳票の作成

数量計算の方法の協議

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

参照先

手引き
共通編

11-2

R4出来形
管理要領

3-93～3-
94
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・数量計算方法については、監督職員と協議を行う。
※標準とする体積算出方法は

① 点高法、② ＴＩＮ分割等を用いた求積、③ プリズモイダル法
ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ

6-14 

６－１１．数量算出

平均厚さの数量算出イメージ（点高法による）

 出来形計測と同位置において、施工前あるいは事前の地形データが3次元計測技術等で
計測されており、契約条件として認められている場合は、3次元計測技術による出来形計測結果を用いて出来形
数量の算出を行うことができる。

 ３次元計測技術による計測点群データを基に平均断面法又は、3次元CADソフトウェア等を用いた方式により数
量算出を行うことができる。

 不陸整正に用いる補修材の平均厚さ及び路盤工の平均厚さを３次元設計データ又は3次元計測データにより算
出する場合は、「平均厚さ＝体積／面積」を標準とする。

詳細フロー

出来形管理写真の撮影

出来形計測

出来形管理帳票の作成

数量計算の方法の協議

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

参照先

手引き
共通編

11-6～
11-10

R4出来形
管理要領

3-96
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６－１２．出来形管理写真基準（面管理）

 工事写真の撮影は以下の要領で行う。

① 写真管理項目（撮影項目、撮影頻度［時期］）
出来形管理の写真管理項目は、「写真管理基準（案）」
による。

② 撮影方法
撮影にあたっては、次の項目を記載した小黒板を文字
が判読できるよう被写体とともに写しこむものとする。
1.工事名
2.工種等
3.出来形計測範囲（始点側測点～終点側測点）

※断面管理の場合

管理要領（案）の「第3編 舗装工編 第7章 出来形写真管理基準
第2節 出来形写真管理基準（断面管理の場合）」を参照されたい。

黒板(記載ｲﾒｰｼﾞ)

ＴＬＳ

写真撮影例

詳細フロー

出来形管理写真の撮影

出来形計測

出来形管理帳票の作成

数量計算の方法の協議

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

参照先

手引き
共通編

11-3

R4出来形
管理要領

3-97
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詳細フロー

電子成果品の作成

アンケート調査票の作成

施工合理化調査表の作成

7-1

７－１．電子成果品の作成規定（面管理）

 電子成果品は、原則として以下のとおりとするが、各計測技術毎に定められた電子成果品とすること。

 3次元設計データ（LandXML 等のオリジナルデータ（ＴＩＮ））

 出来形管理資料（出来形管理図表（PDF）又は、ビューアー付き3次元データ）

 3次元計測技術による出来形評価用データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイントファイル）

 3次元計測技術による出来形計測データ（LandXML 等のオリジナルデータ（ＴＩＮ））

 3次元計測技術による計測点群データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイントファイル）

 工事基準点及び標定点データ（CSV、LandXML、SIMA 等のポイントファイル）

※断面管理の場合

管理要領（案）の「第3編 舗装工編 第8章 電子成果品の作成規定
第2節電子成果品の作成規定（断面管理の場合）」を参照されたい。

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

参照先

手引き
共通編

12-1～
12-2

R4出来形
管理要領

3-99～3-
103
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・格納するファイル名は、いずれの3次元計測技術による出来形管理資料が特定できるように記入する。
・トレーサビリティ確保のため、3次元出来形管理の全データを提出するものとする。ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ 7-2

７－２．電子成果品の作成・提出時の留意点（面管理）

電子成果品として、以下のデータを「工事完成図書の電子
納品等要領」で定める「ICON」フォルダに格納・提出する。

計測
機器

整理
番号

図面
種類

番号
改訂
履歴

内 容 記入例

●●● 0 DR 001～ 0～Z ・３次元設計データ（LandXML 等のオリジナルデータ（ＴＩＮ）） ●●●0DR001Z.拡張子

●●● 0 CH 001～ － ・出来形管理資料（出来形管理図表（ＰＤＦ）または、ビュワー付き３次元データ） ●●●0CH001.拡張子

●●● 0 IN 001～ － ・３次元計測技術による出来形評価用データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイントファイル） ●●●0IN001.拡張子

●●● 0 EG 001～ － ・３次元計測技術による起工測量計測データ（LandXML 等のオリジナルデータ（ＴＩＮ） ●●●0EG001.拡張子

●●● 0 AS 001～ － ・３次元計測技術による出来形計測データ（LandXML 等のオリジナルデータ（ＴＩＮ）） ●●●0AS001.拡張子

●●● 0 GR 001～ － ・３次元計測技術による計測点群データ（CSV、LandXML、LAS 等のポイントファイル） ●●●0GR001.拡張子

●●● 0 PO 001～ － ・工事基準点および調整用基準点データ（CSV、LandXML、SIMA 等のポイントファイル） ●●●0PO001.拡張子

３次元計測技術名 計測機器 略称（●●●）

空中写真測量（無人航空機） UAV
地上型レーザースキャナー TLS
ＴＳ TS
ＴＳ（ノンプリズム方式） TSN
ＲＴＫ－ＧＮＳＳ GNSS
無人航空機搭載型レーザースキャナー ULS
地上移動体搭載型レーザースキャナー MLS
音響測深機器 ES

ファイル命名規則

詳細フロー

電子成果品の作成

アンケート調査票の作成

施工合理化調査表の作成

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

参照先

手引き
共通編

12-1～
12-2

R4出来形
管理要領

3-99～3-
103
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詳細フロー

実地検査

書面検査

７－３．検査

7-3

 検査には書面検査と実地検査がある。

 検査職員は、書面検査時には、パソコンを使って、納品された電子成果品を確認する。

 検査職員は、実地検査時には、現地に出向き設計値と実測値を計測して確認する。

 検査終了後、監督職員及び検査職員により工事成績評定においてのICT活用について評価を行う。

①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

参照先

手引き
共通編

13-1～
13-10

R4出来形
管理要領

1-56

☆ポイント
電子で検査する。



九州地方整備局７－４．書面検査

7-4

書面検査時の検査職員の確認内容の概要

 ＴＬＳを用いた出来形管理に係わる施工計画書の記載内容

施工計画書に記載された出来形管理方法について、監督職員が実施した「施工計画書の受理・記載
事項の確認結果」を工事打合せ簿で確認する。

 設計図書の３次元化に係わる確認

設計図書の３次元化の実施について、工事打合せ簿で確認する。

 ＴＬＳを用いた出来形管理に係わる工事基準点等の測量結果等

出来形管理に利用する工事基準点や標定点について、受注者から測量結果が提出されていること
を、工事打合せ簿で確認する。

 ３次元設計データチェックシートの確認

３次元設計データが設計図書を基に正しく作成されていることを受注者が確認した「３次元設計デー
タチェックシート」が、提出されていることを工事打合せ簿で確認する。

 ＴＬＳを用いた出来形管理に係わる精度確認試験結果報告書の確認

ＴＬＳを用いた出来形計測が適正な計測精度を満たしているかについて、受注者が確認した「精度確
認試験結果報告書」が、提出されていることを工事打合せ簿で確認する。

詳細フロー

実地検査

書面検査
①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

参照先

手引き
共通編

13-1～
13-10

R4出来形
管理要領

1-56
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7-5

書面検査時の検査職員の出来形管理の確認内容の概要

 ＴＬＳを用いた出来形管理に係わる「出来形管理図表」の確認

出来形管理図表について、出来形管理基準に定められた測定項目、測定頻度並びに規格値を満足している
か否かを確認する。

バラツキについては、各測定値の設計との離れの規格値に対する割合をプロットした分布図の凡例に従い判
定する。

具体には分布図及び計測点の個数から判断する。

また、８０％または５０％以内のデータ数が、８割以上か否かで判定する。

出来形管理図表 作成例 （合格の場合） 出来形管理図表 作成例 （異常値有の場合）

（※）出来形管理要領によれば、分布図が具備すべき情報としては、以下のとおりとする。
・離れの計算結果の規格値に対する割合示すヒートマップとして－100％～＋100％の範囲で出来形評価用データのポイント毎に結果示す色をプロットするとともに、色の凡例を明示
・±50％の前後、±80％の前後が区別できるように別の色で明示
・規格値の範囲外については、－100％～＋100％の範囲とは別の色で明示
・発注者の求めに応じて規格値の50％以内に収まっている計測点の個数、規格値の80％以内に収まっている計測点の個数について図中の任意の箇所に明示できることが望ましい。
・規格値が正負いずれかしか設定されていない工種についても、正負を逆転した側にも規格値が存在するものとして表示することが望ましい。

詳細フロー

実地検査

書面検査
①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

参照先

手引き
共通編

13-1～
13-10

R4出来形
管理要領

1-56

７－４．書面検査



九州地方整備局７－４．書面検査

7-6

書面検査時の検査職員の確認内容の概要

 品質管理及び出来形管理写真の確認

「品質管理及び出来形管理写真基準」に基づいて撮影されていることを確認する。

 電子成果品の確認

出来形管理や数量算出の結果等の工事書類（電子成果品）が、「工事完成図書の電子納品等要領」で定める
「ICON」フォルダに格納されていることを確認する。

 アンケート調査票、施工合理化調査表、新技術活用計画書等の確認

アンケート調査票、施工合理化調査表、新技術活用計画書等が、提出されていることを工事打合せ簿で確認
する。

詳細フロー

実地検査

書面検査
①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

参照先

手引き
共通編

13-1～
13-10

R4出来形
管理要領

1-56



九州地方整備局７－５．実地検査

7-7

実地検査時の検査職員の出来形管理の確認内容の概要

・ 検査職員は、施工管理データが搭載された出来形管理用ＴＳ等を用いて、現地で自らが指定した箇所の出来形
計測を行い、３次元設計データの目標高さと実測値との標高差あるいは、設計厚さと実測厚さとの差が規格値内で
あるかを検査する。（ただし、出来形帳票作成ソフトウェアの機能要求仕様書が配出され、計測データの改ざん防止
や信憑性の確認可能なソフトウェアが現場導入されるまで期間とする）。

・ 検査頻度は以下のとおり。（ここでいう断面とは厳格に管理断面を指すものではなく、概ね同一断面上の数か所
の標高を計測することを想定している。）ＴＳ等を用いた実測値の計測は、１回の計測結果あるいは、複数回の計測
結果を用いて算出してもよい。

・ 出来形管理基準及び規格値に示す基準を適用できない場合は、「土木工事施工管理基準（案）」に示される出来
形管理基準及び規格値によることができる。

工種 計測箇所 確認項目 検査密度

舗装工 検査職員の指定する任意の箇所 基準高、厚さ、または標高較差（3次元ﾓﾃﾞﾙ
による場合）

1工事1断面
（3次元ﾓﾃﾞﾙによる場合）

工種 計測箇所 確認項目 検査密度

路盤工 検査職員の指定する任意の箇所 基準高、厚さ、または標高較差（3次元ﾓﾃﾞﾙ
による場合）

1工事1断面
（3次元ﾓﾃﾞﾙによる場合）

詳細フロー

実地検査

書面検査
①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

参照先

手引き
共通編

13-1～
13-10

R4出来形
管理要領

1-56



九州地方整備局

書面検査時

検査職員は、電子納品物から出来形管理データを表示させて、自らが指定した箇所の３次元設データの設計面
の位置並びに標高、受注者が計測した出来形管理値の計測結果をメモする。

７－５．実地検査

実地検査時の検査職員の出来形管理の確認手順の例

実地検査時

検査職員は、現地では出来形管理用TS等を使用して、自らが指定した箇所の出来形計測を行い、３次元設デー
タの設計面と実測値との標高差が規格値内であるかを検査する。

（場合によっては確認手順が逆とする場合もあります）

TS出来形用の基本設計データの
作成は必要ない。

計測したＸＹ座標を元に、ＰＣ上で３Ｄ設
計値のＺ（設計値）を算出して、Ｚ（計測
値）と比較を行うことで十分とする。 7-8

詳細フロー

実地検査

書面検査
①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

参照先

手引き
共通編

13-1～
13-10

R4出来形
管理要領

1-56



九州地方整備局７－５．実地検査

出来形管理用TSを用いた実地検査の内容の概要

TSによる出来形計測の任意断面メージ

任意管理断面
（3次元設計データあり）

3次元設計データイメージ

任意計測断面の
設計値を自動算
出

任意管理断面

ΔH

NO.2＋15.312

任意点での高さの差が確
認できる機能
①計測箇所の断面位置

②計測箇所における設計
高さとの差

任意点の出来形管理

工事基準点

工事基準点

7-9

詳細フロー

実地検査

書面検査
①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

参照先

手引き
共通編

13-1～
13-10

R4出来形
管理要領

1-56



九州地方整備局７－６．工事成績評定

工事成績評定要領の運用についての改定箇所

7-10

詳細フロー

実地検査

書面検査
①施工計画書の作成 ②準備工 ③3次元起工測量 ④3次元設計データの作成

⑤施工 ⑥3次元出来形管理等による施工管理 ⑦3次元データの納品・検査

参照先

手引き
共通編

13-1～
13-10

R4出来形
管理要領

1-56


